
航空公園（所沢市）
写真提供：所沢市

あなたの宅地建物取引士証（宅地建物取引主任者証）
有効期限は大丈夫ですか？
更新のための講習会は有効期限満了日の６ヵ月前から
受講が可能です。講習日は11ページでご確認ください。

埼玉県への申請・届出のご案内は県庁建築安全課HPで。

宅地建物取引業免許更新をお忘れなく！
提出期間経過で免許失効となります。

　免許満了日の９０日前から３０日前まで
（協会経由は１００日前から５０日前まで）

免許権者への
提 出 期 間 は

埼玉県 宅建業 検索

令和元年　定時社員総会　開催報告 �  表紙裏
お笑い芸人＆弁護士直伝「事故物件セミナー」レポート！ �  2
今秋も11会場で業者法定研修会を開催 �  10



会員交流会会員交流会令和元年令和元年　定時社員総会を開催しました定時社員総会を開催しました
令和元年５月２９日 於令和元年５月２９日　於　ロイヤルパインズホテル浦和ロイヤルパインズホテル浦和

第８回（通算第５３回）通常総会
　５月２９日（水）午後３時より、ロイヤルパインズホテル浦和にお

いて、当日出席者１１０名、委任状提出者３,１８８名、合計出席者３,２９８

名のもと、定時社員総会を開催しました。

　総会に先立ち、内山会長は挨拶で昨年度を振り返り、会員のた

めになる協会を目指して、ハトらぶなどIT対応強化のほか、支部

エリア制導入や本・支部連携強化などの組織活性化策の実施、事

務局職員の意識改革や財政健全化のための様々な改革を進め、平

成３０年度決算で黒字化を果たした成果を披露したほか、ビジョン

会長挨拶　内山会長 知事代理　県都市整備部長　和栗様 埼玉県議会議員　小島様

に示した生活者・行政・会員の三位一体の活動を通じたWin－Winの関係構築の実現を目指すと述べました。

また、公益社団法人移行後７年となり、空き家対策など地域のまちづくりに積極的に関われるようになった

ことを大きな成果として、今後も未来に向けて成長していくとの意気込みを述べました。

　総会には、日頃から本会活動にご理解とご協力を頂いている多くの来賓方がお見えになり、都市整備部長

和栗肇様より上田清司埼玉県知事からのご祝辞が代読されたほか、埼玉県議会議員・埼玉県議会自由民主党

議員団長・自由民主党議員宅建懇話会会長の小島信昭様にご祝辞をいただきました。

　議事では、審議に先立ち、平成３０年度事業報告書に関する報告が行われました。審議事項では、平成３０年

度の事業会計について審議が行われるとともに、理事１名選任について審議が行われ、全議案とも可決承認

されました。

公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会

飯田議長（左）、山口副議長（右）



　総会終了後に約150名の方々が
集い「埼玉宅建会員交流会」を開
催しました。多数の会員の皆様が
出席し、上田清司埼玉県知事をは
じめ、国会議員・県議会議員の先
生方、関係機関の方々にお祝いの
お言葉を頂戴しました。

会員交流会会員交流会会員交流会

上田知事のご祝辞
大盛況となった交流会

総会終了後に開催された
交流会
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　続いて、午後４時２０分より、当日出席者

１１７名、委任状出席者３,１８８名、合計出席者

３,３０５名のもと、保証協会の通常総会を開催

しました。

　保証協会においては、宅建協会との連携

協力のもとで実施された社会貢献のための

公益事業や、会員の業務支援の実施への取

り組みなど、平成３０年度の事業と会計に関

する報告を行いました。審議事項では、幹

事１名選任について審議が行われ、可決承

認されました。

第８回（通算第４７回）通常総会

　各団体の議案の詳細につきましては、５月にすべての会員様に送付しております「議案書」をご覧ください。

皆さまのご協力、誠に有難うございました。

会員の皆さまへ

公益社団法人　全国宅地建物取引業保証協会　埼玉本部

■宅建協会　議題

各団体の議案

＜監査報告＞
第２号議案　理事１名選任の件

平成３０年度事業報告書について報告
事項

第１号議案　平成３０年度貸借対照表及び正
味財産増減計算書並びに財産
目録承認に関する件

審議
事項

全議案が可決承認されました

■保証協会　議題

平成３０年度事業報告書及び収支決算書並び
に監査報告について

報告
事項

審議
事項

第１号議案　幹事１名選任に関する件

▲渡邉議長（左）、藤永副議長（右）

▲提案説明を行う横田専任幹事
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「「事事故故物物件件セセミミナナーー」」をを開開催催！！

「事故物件取引の注意点」

　講演の第一部では、不動産関係の法律問題に精通する
弁護士の堀先生による事故物件をめぐる不動産取引の注
意点について、法律家からの視点で分かりやすく解説い
ただきました。
　キーワードとなる「心理的瑕疵」について、家屋とし
て通常あるべき住み心地の良さを欠くものとして捉える
法律の立ち位置をベースに、“死”にまつわる忌まわしい

過去を抱える物件、犯罪使用歴や周辺環境など居住後に
も影響のある物件など事故物件の基本についての解説
や、告知義務や原状回復、損害賠償など取引上の注意点
について判例を交えて、詳しく教えていただきました。
　最後に堀先生は、事故物件を今後増やさないために、
独居や身寄りの無い住人への見守りや緊急連絡サービス
などの支援が必要であると説きました。

弁護士

堀　克巳　氏

お笑い芸人と弁護士による

第 一 部

「事故物件セミナー」を開催！

　５月３１日（金）に川越市の「ウェスタ川越」にて、お笑い芸人と弁護士
による「事故物件セミナー」を開催し、３３０名の方にご来場いただきまし
た。
　昨今ネットやSNSを通じて社会的にも急激に認知が進んだ“事故物
件”にスポットを当てて、弁護士・お笑い芸人という異色の構成で、消
費者の方にも分かりやすく楽しめるセミナーとなりました。
　今回、県西部を中心とした本会の複数支部「エリアウエスト」（県南支
部・埼玉西部支部・所沢支部・彩西支部）による共同事業として開催し
ました。

会場内はほぼ満席状態
右下：会場となったウェスタ川越

弁護士の堀先生



����������	
���
��������

第 二 部

　第二部では、“事故物件住みます芸人”としてテレビや
ラジオで活躍中の松原タニシさんが、事故物件に実際に
住んでみた体験談をご講演いただきました。
　兵庫県出身の松原さんは、２０１２年にタレント北野誠さ
んの番組で、事故物件に住んで幽霊を撮影したらギャラ

が出るという企画に出演したことをきっかけに、以来７
年間、大阪・東京・千葉など７物件の事故物件に住み続
けています。
　講演では、「事故物件あるある」として、いわくつきの
物件にありがちな奇怪な現象、部屋の様子、体調変化な
どのホラー的に気になる事柄や、賃料の問題など不動産
業者や周辺住民とのやりとりなど、たくさんのあるある
ネタが披露されたほか、全国の様々な事故物件レビュー
まで、スライドでの写真や間取り図の上映を交えて、軽
妙なトークで会場を盛り上げていました。
　一見恐ろしく捉えがちな事故物件での生活も、慣れれ
ば前向きに楽しく暮らせるという提言を、身をもって示
した松原さん。「事故物件に７年住んでますが、この通
り元気にやってます！」と笑顔を見せました。

「事故物件に住んでみた」

　第三部では、裁判所に定期券で通う裁判傍聴のプロ、
“裁判傍聴芸人”として知られ、テレビやラジオで活躍
中の阿曽山大噴火さんにご講演いただきました。
　“男のスカート”にこだわりがあるという阿曽山さん
は、目深にかぶった帽子と金髪ロングヘアーに長いひ
げ、スカートというお馴染みの個性的な出で立ちそのま
まで会場に来場されました。講演では「事故物件から外
れますが…」と趣向を変えて、自身がこれまで一万回以
上も傍聴してきた刑事事件裁判のエピソードを披露して
いただきました。
　厳粛で暗いイメージの強い刑事事件の裁判にあって、
裁判官や被告人が繰り広げるこっけいなやり取りはまさ
に喜劇でした。罪を追及する中で判明した人間らしいミ
スや感情、意外な事実など、再現イラストも使って、実
際に裁判をつぶさに傍聴しているからこそ分かる人間ド
ラマを、ご自身の名前のように爆発的な声量で紹介して
くれました。会場もどっとした笑いが何度もあふれ出
し、大いに盛り上がる中、あっという間の２時間半の講
演が終了しました。

事故物件住みます芸人

松原　タニシ　氏

松原　タニシさん

「裁判傍聴のススメ」
裁判傍聴芸人

阿曽山　大噴火　氏

ご来場の受講者の皆
様、ご講演いただい
た堀先生、松原さ
ん、阿曽山さん、素
晴らしい時間を本当
にありがとうござい
ました。主催４支部長と講師のみなさん

第 三 部阿曽山　大噴火さん



今回のいやしスポット今回のいやしスポット
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協会事業について説明を行う内山会長

　５月１６日（木）に本会館「研修ホール」にて、不動産ITに関する専門家で

プリンシプル住まい総研所長の上野典行氏をお招きして、『不動産ITスキ

ルアップセミナー』を開催しました。

　「不動産テック」「IoT」や「AI」など、業界を取り巻くIT化の波に、戦

々恐々とされている方も少なくないことと思います。今回のセミナーは、

不動産ITを恐れることなく、これを活用して生産性向上に結びつける考え

方を理解する目的で開催し、８３名の会員様にご参加いただきました。

　“不動産サイト
マニア”と自負さ
れているほど不動
産 ITに精通して
いる上野氏より、
各先進技術や機器
について、ユーモ
アあふれるトーク
で、とても分かり
やすく解説してい
ただきました。
　特に、中小不動
産業者の私たちに
とって、何が今必要で、不要なのかというアドバイスが
大変役に立ちました。
　地域密着の不動産会社が生き残るためには、便利なデ
ジタルは取り入れつつ、デジタルに振り回されて不安に
ならず、地元に真摯に向き合うというアナログとデジタ
ルの融合が大切と説いていらっしゃいました。
　その実例として、賃貸仲介の現場のケースでは、平日
の夕方にIT重説を導入し、土日の内見業務時間の確保を
図るとともに、効率的な重説で成約件数増加を果たした
企業など、ネットワークを活用した接客の効率化・新規

顧客獲得を実現した事例が紹介されました。
　また、大分県の不動産業者が地元の子供たちにキャン
ドルを作るイベント企画と SNSを使った PR効果につ
いて紹介がありました。即利益にはならなくとも、将来
の顧客としてつなげる発想で、大手が真似できないこと
をやって、地域を明るくする活動を地道に続けることが 
中小不動産企業の生き残り策の重要なテーマとなりそう
です。

　その他、協会が推し進める「ハトらぶ」と関連の新サ
ービスなどについてもセミナーが行われました。
　株式会社いえらぶ GROUPの当銘大輔氏より、ハト 
らぶを活用した会社間流通について、仲介可能な物件情
報がネットワークを通じて公開される仕組みが紹介され
ました。
　また、株式会社情報通信ネットワークの佐藤均氏よ
り、「ハトらぶ」の利用会員だけが利用できる「登記・地
図情報サービス」について紹介が行われました。本サー
ビスは、名前・会社名から個人や会社の所有資産（当該
サービスに登録されたものに限る）を調べることができ
ます。

不動産ITの今がわかる

「ITスキルアップセミナー」を開催！

　ハトらぶの利用会員専用の「登記・地図情報取得
支援サービス」ならびに「ハトらぶ会社間流通」の
ご利用につきましては、事業推進課（TEL．０４８－８１１
－１８４０）までお問合せください。

　内山会長は冒頭の挨拶で、ハトマーク会員間のITによ
る業務効率化を拡大させるために、不動産情報サイト
「ハトらぶ」の推進を図り、現在１４,０００程の登録物件を
５０,０００件かそれ以上に伸ばし、会員間の共同仲介を急速
に拡大していきたいと述べました。

不動産会社が繁栄するための
不動産テック活用術

プリンシプル住まい総研　所長
上野　典行　氏

プリンシプル住まい総研　上野典行　氏



今回のいやしスポット今回のいやしスポット今回のいやしスポット
所沢支部
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　協会マスコット「ハトたま」が、埼玉県内の各エリアに点

在する“癒し”を得られる場所を美しい写真とともにご紹介

します。

　今回は、所沢市エリアを管轄する「所沢支部」をご紹介し

ます。

所沢市「航空公園」

　明治４４年日本初の飛行場が建設され、

「航空発祥の地」である我が「所沢市」は

県内人口ランキングで、さいたま市、川口

市、川越市に次ぐ第４位の３４４,０００人を抱え

る県西部の中心都市です。宮崎駿ワールド

の「トトロの森」のモデルや、埼玉西武ラ

イオンズの本拠地としての知名度も全国区

であり、「焼きだんご」「武蔵野肉汁うどん」

といった名物もあります。所ジョージ、オ

ードリーの春日らの芸能人も多数輩出し、

現在文部科学大臣の柴山昌彦氏も所沢より

選出の議員であります。

　県内唯一の単独市町村で構成された「所

沢支部」は現在２４０社の仲間と協力し合いな

がら、活動しております。県内で初めて

「空地空家ワンストップ事業」を所沢市と

協定を締結し、その結果として目覚ましい

成果を挙げているところです。これからも

注目してください我が「所沢」を！

広報誌「宅建ＮＥＷＳ」バックナンバーのご案内
　春夏秋冬の年４回発行している本誌バックナンバーを本会ホーム
ページ上で閲覧できます。
　毎号、埼玉県内各地域の癒しスポットを紹介したり、会員
さんの日常や趣味など大切にしているモノやコトをご披露い
ただいたり、ローカルな情報を中心に情報発信しています。

支部長ご挨拶 所沢支部　支部長　藤永　博

　この地は「日本の航空発祥の地」であり、

南側は国道４６３号、東側は県道さいたまふじ

み野所沢線、西側は西武新宿線、北側は所沢

市役所に隣接した市街地の中のみどり豊かな

公園です。

　米軍所沢基地の返還に伴い、昭和４９年３月

に基地の一部約５０haが公園として計画され、

昭和５３年３月に所沢航空記念公園が開設され

ました。

　園内には、所沢航空発祥記念館のほかに各

種運動施設、野外ステージ等が整備され、ま

た公共団体の催し物等も開催され、県西部地

区のスポーツ・文化の交流の拠点となってい

ます。 （埼玉県ホームページより引用）
詳 細 情 報

詳しくは航空公園ホームページをご覧ください。

交通・アクセス

西武新宿線「航空公園駅」から徒歩すぐ
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印度山日本寺法要に 印  度  山  日  本  寺 法要に
いん ど さん にっ ぽん じ

参加して参加して私私のの宝宝私私のの宝宝私の宝
会員交流のページ 

� 　人混みと喧騒に浸るインド観光

　その後、国内便で世界遺産タージマハルがあるアグラ
に移動。写真で見て優美で美しい白亜の霊�を想像して
いたのですが、確かに美しさは素晴らしかったものの、
現地は切符売り場から長蛇の列。これを１時間以上並び
やっと入口にたどり着く有様でした。入口の扉も内部も
日本のラッシュアワー並みの混雑には閉口しました。イ
ンド国内はおろか世界中から観光客が大勢訪れているせ
いです。そしてオールドデリーを観光し、ノスタルジッ

印度山日本寺について
　インドがイギリス植民地からの独立を成し遂げて間もない１９５６
年、インド政府は仏教紀元２５００年を祝いブッダガヤを仏教による
世界平和の本拠地とする宣言をし、各国に対して参集を呼びかけ
ました。これにとりわけお釈�様の徳を慕う思いの強い日本の仏
教徒が賛同し、宗派や寺派の違いを超えてこのブッダガヤの地に
日本の寺を建て、お釈�さまへのご恩返しの足場としようと合
意、代表が集まり文部大臣認可により１９６８年財団法人を設立して
事業を開始しました。これがブッダガヤ印度山日本寺と日本寺の
社会福祉事業の始まりです。

（公益財団法人　国際仏教興隆協会ホームページより）

� 　仏教最大の聖地へ

　昨年１１月に印度山日本寺開山４５周年の法要が、お釈�
様が悟りを開いた地、インド東部ビハール州ブッダガ 
ヤで執り行われ、東大寺長老で日本寺第六世 竺  主 ※、

じく しゅ

 北河原  公  敬 　 猊  下 ※ 率いるツアーに参加する機会を得ま
きたかわら こう けい げい か

した。（※竺主：輪番宗務主管者、※猊下：高僧に対する敬称）
　当寺は日本の仏教界が宗派や寺派を超え出資して１９７３
年建立され、昨年４５周年を迎えました。
　ニューデリーで１泊した後、国内便でおよそ１時間、
更にバスでブッダガヤに到着。ビハール州はインドの中
でも最貧州のひとつで、大よそ子供たちの８割は裸足、
大人でも２～３割が裸足で生活を送っています。町や道
路は「野良牛」がのんびり占拠したり、元気のよい多く
の子供たちで�れています。
　法要では北河原竺主の読経が厳かに執り行われまし
た。続いて、当寺で経営し隣接する「菩提寺学園」とい
う、貧しい家庭の幼児を無償で養育する幼稚園を訪ねま
した。我々一行に「さくらさくら」とインドの歌を披露
してくれました。園児たちの目がキラキラと輝いて、礼
儀正しいのが印象的でした。ブッダガヤには連日アジア
各国から仏教徒の団体が多く集まり参拝をしておりま
す。仏教徒の信心深さに触れることができました。

アークインターナショナル株式会社

大宮支部
今回は、

 沼  田 　 彰  史 
ぬま た あき ふみ

さんの投稿です

クな街並みと喧騒と
猥雑さに浸りまし
た。
　我々日本人が如何
に恵まれた日々を送
っているか再認識さ
せてくれたインド旅
行でした。
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川口支部

越谷支部

活 動 日 記

　川口市は埼玉県の南端に位置する都市です。荒川を隔てて東京都に接し、
江戸時代から鋳物や植木などの産業が発展、その後、住宅都市化が進みまし
た。また県内では、戸田・蕨・越谷・草加の各市にも隣接しており、市の
大部分が都心から10～20キロ圏内にも位置しています。その利便性の為で
しょうか、外国人の人数が全国第三位となっている地域でもあります。
　このような環境の変化に伴い、ゴミの不法投棄がテレビで放映されたり
して、治安の悪化が懸念される西川口地域は、青年部が毎月１回防犯パト
ロールを実施し、西川口クリーンタウン作戦と称し、防犯グッズ配布後、
警察官と共に西川口駅周辺のパトロール、違反チラシの撤去する活動等もしています。

　レディス部の活動としては、一昨年講師を招いて、まちをマネ
ジメントするというテーマのもと、地域の価値を高めるという講
演会を開催したりしました。今年は、交流会を増やして、後継者
問題に視点をあてて、親睦会を兼ねて新しい出会いの機会を作っ
てみようと思っています。
　また、川口支部は、ＪＲ京浜東北線西川口駅から徒歩３分の場所
に事務局があります。この恵まれた立地をもう少し上手に利用し
て、地域の方々と交流を持っていくことを目指していこうと思っ
ております。 レディス部　部長　高橋　久美子

　越谷支部青年部会は、平成20年３月に発足しました。現在は
43名で活動しております。
　主な活動は研修会や親睦ゴルフ会や懇親会などを開催してお
り、ペットボトルキャップの収集も行っております。その他、
宅地建物取引士試験監督員や不動産フェアのお手伝いなどを行

っております。
　特に力を入れているの
が、研修会です。毎年違
うテーマで講師をお呼びして研修会を開催しております。それと最近で
は施設の見学会などを行っております。昨年度は、大谷資料館の見学会
を実施しました。巨大な地下空間を見学し、多くの方々に参加いただき
ました。その他、花火大会や不動産フェアでハトたまの着ぐるみを着て
災害被災地への義援金の募金活動をしております。
　今後も、研修会や懇親会などを通じて会員同士の交流を図っていきた
いと思います。

越谷支部青年部会　部長　中村　守

　県内16支部で宅建協会の活
動を支えている支部青年部・
レディス部について、各部会
の部長さんより活動内容をご
紹介いただきます！
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無断のペット飼育による著しい損傷につき、
経過年数を考慮したフローリングの貼替費用
請求が認められた事例

無断のペット飼育による著しい損傷につき、
経過年数を考慮したフローリングの貼替費用
請求が認められた事例

最近の判例から

無断のペット飼育と原状回復無断のペット飼育と原状回復

一般財団法人 不動産適正取引推進機構 発行　「RETIO」No.104より抜粋

（写真はイメージです）

眠れない、本件貸室のベランダからの犬の糞尿の臭

気がひどい、糞が共用部分に落ちているという再三

のクレームが数カ月にわたって寄せられたことか

ら、ＸはＹに対して、事前承認なくペットの飼育を

行ってはならないことを指摘し、近隣苦情が重なっ

ていることから改善してもらいたい旨を要望すると

ともに転居を勧めた。

　Ｙは、平成２６年４月、本件契約の解約を申し出、

同年５月末、Ｘの工事業者と原状回復の立会い確認

を行い、本件貸室を退去した。

　同年７月、ＸはＹに対し、原状回復費用等として

計７８万円余の退去精算書をＹに送付した。しかし、

Ｘ側がＹに再三架電するも、Ｙが応答することがな

く、支払いもなかったため、計７０万円余（フローリ

ング及びクロスについて、当初の退去精算書では考

慮していなかった経過年数を考慮して減額した額）

の原状回復費用及びこれに対する遅延損害金を求

め、本件訴訟を提起した。

＜Ｘの本件請求額＞

ア　未払賃料等に敷金を充当した残額５,５４８円

イ　早期解約に伴う違約金１３８,０００円

ウ　原状回復費用：合計５６０,４５０円

①ルームクリーニング費用：２５,０００円

②洋室壁クロス貼替代：８,８１１円

１３.２㎡×＠８００円／㎡×８３.４４％（※１）

③LD壁クロス貼替代：１８,８２４円

２８.２㎡×＠８００円／㎡×８３.４４％（※１）

④LDカウンター横壁下地調整代：３,０００円

⑤フローリング貼替費用：３９９,９００円

見積額４６５,０００円×８６％（※２）

�

　平成２５年７月、賃貸人Ｘ（原告）は、賃借人Ｙ

（被告）と、本件貸室について賃貸借契約（本件契

約）を締結し、引き渡した。

＜本件契約の主な概要＞

貸　室：４４.８２㎡

賃　料：１２８,０００円／月

管理費：　１０,０００円／月

敷　金：１２８,０００円

違約金：１３８,０００円（Ｙが本件契約を２年以内に解

約する場合及びＹの違約により本件契約

が解除される場合）

ペット：本貸室内での動物飼育は禁止。

＜本件契約添付の原状回復修理基準＞

・ハウスクリーニング特約：１,１００円／㎡程度、最

低金額２５,０００円

・クロス：１室（状況や資材により部分貼替可）

６年で残存価値１円になる負担割合を算定。

・フローリング：原則は部分貼替又は補修（毀損

等が複数個所の場合は１室単位）。貼替えの場

合は、当建物の耐用年数（５０年）で残存価値１

円となる負担割合を算定。

　本件契約開始当初、居住者はＹのみで、ペット飼

育の申し出はなかった。しかしその後Ｙは、Ｘに無

断でＡ（Ｙの兄）を同居させ、Ｘに届けないまま、

Ａが連れてきた中型犬（スタンダード・プードル）

を本件貸室内で飼い始めた。

　近隣居住者から、深夜に犬の鳴き声がうるさくて

 １　事案の概要



����������	
���
��������

　契約に反して無断で中型犬を飼育していた借主の賃貸マンションの原状回復費用を貸

主が請求した事案において、フローリングについては損傷が著しいとして、経過年数を考

慮した全面貼替費用約40万円が認められた事例

（東京地裁　平成27年１月29日判決　ウエストロー・ジャパン）

（写真はイメージです）（写真はイメージです）（写真はイメージです）

（２）　Ｙは、Ｘのフローリング貼替費用の請求につ

いて、全面貼替えの必要性に疑問があり、４６万５千

円の見積額は高額過ぎると主張する。

　しかし本件貸室には、フローリング全体にわたっ

て、動物の爪等による引っ掻き傷、フローリング継

ぎ目部分にも動物の糞尿等の染み込みと思われる黒

ずみが多数見られ、また、室内は間仕切りがないタ

イプであり、新たに賃貸するためには、フローリン

グの部分貼替えではなく、全面貼替えが必要である

ことが認められる。

　そしてＸの請求額には、本件契約の原状回復要項

に従い経過年数が考慮されており、また、諸経費３

万円についても、フローリングの全面貼替え等、原

状回復工事として予定されている内容から考えても

相当と認められる。

�

　ペットの飼育によるフローリングの毀損につい

て、借主が負担する原状回復費用は、原則として補

修費用・部分貼替費用（東京地判平２７・１１・２５　ウ

エストロー・ジャパン、東京地判　平２５・１１・８　

ウエストロー・ジャパン他）までで、貸主が全面貼

替え費用の負担を請求しても、それを認めた事例

は、特段の事情がない限り、まず見られない。

　本件においては、活発に活動し室内で飼うには不

適切な犬種を室内で飼っていたこと、ペットの糞尿

等を放置していたこと等による著しい損傷がフロー

リング全体に見られた等の事情により、全面貼替え

費用が認められた特殊な事例ではないかと思われる。

 ３　まとめ

⑥巾木交換費用：８,４００円

⑦残材運搬費：２５,０００円

⑧諸経費：３０,０００円

⑨消費税：４１,５１５円

※１　８３.４４％＝１００％－（１２ヶ月×１.３８％）

１２ヶ月：入居期間

１.３８％＝１÷７２ヶ月（６年）

※２　８６％＝１００％－（８４ヶ月÷６００ヶ月）

８４ヶ月：フローリング貼替えまでの経過期間

６００ヶ月：５０年（当建物の耐用年数）

　これに対しＹは、上記請求のうち、「イの違約金に

ついては、Ｘが請求することは不当である。ウ⑤の

フローリング貼替費用については、全面貼替えの必

要性に疑問があり、Ｘの見積額は高過ぎる。」として

これを争った。

�

　裁判所は次のとおり判示し、Ｙの主張を棄却し、

Ｘの請求を認容した。

（１）　Ｙは、Ｘの求めにより本件貸室から退去した

のに、Ｘが本件契約の解除に伴う違約金を請求する

のは不当であると主張する。

　しかし、本件契約において、他の者を同居させる

こと及び動物の飼育は原則禁止されているところ、

ＹはＡと同居し、また、犬を飼育するにあたりＸの

承諾は得ておらず、ＸがＹに退去を求めたのはＹの

本件契約の違反行為によるものであるから、ＸがＹ

に退去を求めたことがＹにおいて違約金の支払義務

を免れる理由にはならないといえる。

 ２　判決の要旨
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受講申込

開催内容

本件に関するお問合せ　TEL．０４８－８１１－１８６８（事業推進課）

開

催

内

容

消費者向けセミナー

令和元年度「ハトマーク不動産セミナー」を開催します
＜宅建協会からのお知らせ＞

　本セミナーは、一般消費者の方々向けに不動産取引に関する基礎知識等の普及啓発と紛争の未然防止を図
る目的で、毎年開催しています。今年度も下記の内容で開催いたしますので、ぜひご参加ください。

第２回　１１月１６日（土）１３：３０～１５：４５（予定）
第３回　１２月９日（月）１３：３０～１５：４５（予定）
会場：埼玉県宅建会館（さいたま市浦和区）
演題：民事（家族）信託のポイントを解説
講師：司法書士

第１回　１１月９日（土）１３：３０～１５：４５（予定）
会場：大宮ソニックシティ６Ｆ「会議室６０１」

（さいたま市大宮区）
演題：不動産に強い相続専門税理士が相続対策を解説
講師：税理士

第４回　１２月１６日（月）１３：３０～１５：４５（予定）
会場：埼玉県宅建会館（さいたま市浦和区）
演題：プロが民法改正による賃貸借契約のポイントを解説
講師：弁護士

受講のお申込みは本会
Webサイトまたはお電話
にて承っています。

TEL．０４８－８１１－１８６８（事業推進課）

＜宅建協会からのお知らせ＞

　本年度も宅地建物取引業法「第６４条の６」及び同法「７５条の２」に基づき、「令和元年度　宅建業者法定研
修会」を下記のとおり開催いたします。「代表者」、「政令第２条の２で定める使用人」、「宅地建物取引士」、
「従業者」の皆様におかれましてはご出席をお願いいたします。
　なお、当該研修会は会員以外の方もご受講いただけます。

令和元年度「宅建業者法定研修会」を開催します

宅建業実務

対象支部会場名・所在地日程
さいたま
浦和

埼玉会館「大ホール」
さいたま市浦和区高砂３－１－４１０/３�１

川口・
南彩

川口総合文化センター「音楽ホール」
川口市川口３－１－１１０/７�２

埼玉西部ウェスタ川越「大ホール」
川越市新宿町１－１７１０/１０�３

所沢・
彩西

飯能市市民会館「大ホール」
飯能市飯能２２６－２１０/１７�４

埼葛・
北埼

久喜総合文化会館「大ホール」
久喜市大字下早見１４０１０/１８�５

彩央上尾市文化センター「中ホール」
上尾市二ツ宮７５０１０/２４�６

対象支部会場名・所在地日程

秩父秩父地域地場産業振興センター「多目
的大ホール」 秩父市宮側町１－７１０/２８�７

埼玉北・
本庄

熊谷文化創造館「太陽のホール」
熊谷市拾六間１１１－１１１/１１�８

埼玉東・
越谷

サンシティホール「大ホール」
越谷市南越谷１－２８７６－１１１/１８�９

県南朝霞市民会館「中ホール」
朝霞市本町１－２６－１１１/２１�１０

大宮さいたま市民会館おおみや「大ホール」
さいたま市大宮区下町３－４７－８１１/２５�１１

※対象支部以外の会場でも受講できます。２回以上の受講も
できます。

１．開催時間　１３：００～１６：３０（予定）　※１２：００受付開始
２．研修テーマ及び講師
（１）不動産取引における宅建業法上の注意事項　 ……………………… 　埼玉県都市整備部建築安全課
（２）違約金課徴！ポータルサイト掲載停止！　違反事例から学ぶ

不動産広告の留意点　 ……………………………… 　公益社団法人　首都圏不動産公正取引協議会
（３）全宅連版重要事項説明書への対応準備に向けて

～改正民法施行前に注意する変更ポイントの確認～　 ……………………………………… 　弁護士

４．その他の詳細や注意事項等は協会ホームページをご確認ください。

　宅建業法をはじめとした関係法令情報や協会・関係機関からのお知らせなど、役立つ大切な情報を
まとめてお届けします。気になる情報は、記事内の２次元バーコードをスマートフォンで読み取って
ご覧いただけます。

業業界界イインンフフォォメメーーシショョンン

３．日程・会場等
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講

習

日

①印鑑（認印）　
②カラー顔写真３枚
（縦３㎝×横２.４㎝の６ヶ月以内に撮影した同一の証明用カラー写真、パスポート及び運転免許証の撮影基準を準用）
　※埼玉県宅建会館１階ロビーに写真機を設置しています。本部でのお申込みの際にはご利用ください。
③現在お持ちの宅地建物取引士証（宅地建物取引主任者証）
④現金１６,５００円＜内訳：受講料１２,０００円、宅地建物取引士証交付手数料（埼玉県収入証紙代）４,５００円＞
※有効期限切れの方は運転免許証等の本人確認書類

　宅地建物取引士証（宅地建物取引主任者証）や宅建業免許の更新時には、是非宅建協会
本部の窓口で「埼玉県証紙」をお買い求めください。

埼玉県証紙を販売しています！

下記①～④をお持ちの上、本会の本部または支部事務局窓口にてお手続きをお願いします。
郵送申込みをご希望の方は電話番号０４８－８１１－１８３０へご連絡ください。必要書類をお送りいたします。

宅建士証の交付・更新に必要な「法定講習会」は宅建協会で！

宅地建物取引士証の交付・更新に必要な法定講習会は、広い会場とゆとりのある座席で快適に過ごせる宅建協会でご受講ください。
講習会のお申込みは先着順で定員になり次第締切となります。協会本部と１６支部の窓口にてお申込み頂けます。お早めにお手続きを。
郵送での申込みをご希望の方は、下記お問合せ先へお電話でご連絡ください。
※講習会案内ハガキは、宅建協会以外の団体からも届きますが、宅建協会にてご受講ください。

あなたの宅地建物取引士証、有効期限は大丈夫ですか？　法定講習会は有効期間満了日の６カ月前から受講できます。

講講習習会会申申込込にに必必要要ななもものの講習会申込に必要なもの

宅宅地地建建物物取取引引士士法法定定講講習習会会ののおお知知ららせせ宅宅地地建建物物取取引引士士法法定定講講習習会会ののおお知知ららせせ宅地建物取引士法定講習会のお知らせ

※宅建協会ホームページ等にて、
講習会日程や申込状況などに 
ついてご案内しています。

（事業推進課）

048－811－1830

ササンンププルルサンプル

◆会　　場：埼玉県宅建会館２階
◆来所または電話（予約不可）
◆開催時間：午前１０時から午後３時まで（正午～午後１時を除く）

毎週開催

（年末年始・祝日 休）
曜日月 水 金

講講習習時時間間講習時間

（終了予定）9：30～16：50
講講習習会会場場講習会場

埼玉県宅建会館
さいたま市浦和区東高砂町６－１５
ＪＲ浦和駅東口徒歩約５分

TEL：048－811－1818

火／208 木／ 59

火／179 木／1710

◆会　　場：埼玉県宅建会館２階
◆費　　用：無料（相談時間は各自３０分間です）
◆開催時間：午前１０時から午後３時まで（正午～午後１時を除く）

要予約

（事業推進課）TEL：048－811－1868

宅宅地地建建物物取取引引士士にによよるる不不動動産産無無料料相相談談所所ののごご案案内内宅宅地地建建物物取取引引士士にによよるる不不動動産産無無料料相相談談所所ののごご案案内内宅地建物取引士による不動産無料相談所のご案内

弁弁護護士士にによよるる不不動動産産法法律律相相談談会会ののごご案案内内弁弁護護士士にによよるる不不動動産産法法律律相相談談会会ののごご案案内内弁護士による不動産法律相談会のご案内

おお問問合合せせお問合せ

9 25�9 11� 10 9� 10 16�
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幹事会幹事会　開開催催報報告告第１回　理事会・幹事会　開催報告

令和元年度　法令遵守指導の実施について

　４月２６日、埼玉県宅建会館３階「研修ホ
ール」において、理事５３名出席のもと、「令
和元年度第１回理事会・幹事会」を開催し
ました。

など、９項目に亘って報告が行われました。さら
に、定款施行規則一部改正（案）承認に関する件な
ど、４項目に亘って慎重な審議が行われ、全議案可
決承認されました。
　保証協会幹事会においても、平成３０年度事業報告
書承認に関する件など、２項目に亘って慎重な審議
が行われ、全議案可決承認されました。内山会長

　宅建協会理
事会において
は、平成３０年
度（３月）入
会者について

渡
邉
議
長

　本年度も自主規制事業として「法令遵守指導等に関する規程」に基づき、「法令遵守指導」を実施いたしま
す。法令遵守指導員をして、下記のとおり宅建業法に定められた遵守事項等について、対象会員の事務所に
おいて調査し、是正事項があれば指導を行います。

�標識（業者票）の掲示 �報酬額表の掲示 �帳簿（取引台帳）の備え付け
�重要事項説明書の説明交付 �宅地建物取引士証の提示 �契約書の交付
�従業者名簿の備え付け �従業者証明書の交付・携帯 �変更届の届出
�供託所等の説明・掲示 �協会制定掲示物の掲示 �専任の宅地建物取引士数
�宅地建物取引士証の有効期限 �本人確認記録（犯罪収益移転防止法第６条）の作成保存
�取引記録（犯罪収益移転防止法第７条）の作成保存

主な調査事項

本件に関するお問合せ　TEL．０４８－８１１－１８６８（事業推進課）

�令和２年度に免許更新を迎える会員
�平成３０年度に新規入会した会員

対象者 実施期間 令和元年１１月１日から令和元年１１月３０日

審 議
事 項

宅建協会　議題

いて／宅地建物取引業法及び不動産公正競争規約違反事例につ
いて／建築条件付売買予定地に係る農地転用許可の取扱いにつ
いて／平成３１年度（２０１９年度）宅地建物取引士資格の登録申請
書等受付事務補助業務等委託事務にかかる単価について／新不
動産情報サイト「ハトらぶ」の会員数及び入会促進結果につい
て／空き家バンク並びに空き家・空き地対策協定の締結状況に
ついて／その他（関係団体からの報告事項）：第５５回組合ビジネ
ス塾について／「一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会埼玉
県支部」の会員数について

平成３０年度（３月）入会者について／協会本部の５月
連休について／平成３１年度（２０１９年度）住宅瑕疵担保
履行法届出書受付補助業務委託事務にかかる単価につ

報 告
事 項

第３号議案　平成３０年度事業報告書及び附属明細書承認に関す
る件

第４号議案　平成３０年度貸借対照表及び正味財産増減計算書及
び附属明細書並びに財産目録承認に関する件

第１号議案　定款施行規則一部改正（案）承認に関す
る件

第２号議案　入会審査基準一部改正（案）承認に関す
る件

審 議
事 項

保証協会　議題

第１号議案　平成３０年度事業報告書承認に関する件
第２号議案　平成３０年度収支決算書承認に関する件



編集委員 委員長　　　木内　光一（県南支部）
副委員長　　松浦　慎弥（川口支部）
　　　　　　木村　忠義（埼玉東支部）
委員　　　　田中　敏博（南彩支部）
　　　　　　樋口　幸雄（大宮支部）
　　　　　　新井　　弘（埼玉北支部）

　　　　　　　　　飯嶋　藤王（越谷支部）
　　　　　　　　　森田　浩実（埼葛支部）
　　　　　　　　　土方　良成（所沢支部）
担当副会長　　　　渡邉　勝久（さいたま浦和支部）
専務理事　　　　　横田　　等（埼玉西部支部）
担当副専務理事　　金子　一夫（彩央支部）

１．我々会員は、国民の貴重な財産を託された者としての誇りと責任をもって社会に貢献する。
１．我々会員は、依頼者と地域社会の信頼にこたえるよう常に人格と専門的知識の向上に努める。
１．我々会員は、諸法令を守り、公正な取引の実現に努める。
１．我々会員は、依頼者のために、誠実かつ公正な業務の遂行に努める。
１．我々会員は、業界発展のため、業者間の相互信頼に基づく親密な協力によって業界秩序の
　　確立と組織の団結に努める。

公益社団法人　全国宅地建物取引業協会連合会　／　公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会

埼玉県宅建協会会員は倫理綱領を遵守し誠実かつ公正な業務の遂行に努めています

　我々会員は、不動産の重要性と専門家としての社会的使命を強く自覚し、ここに倫理綱領を制定し、
その実践を通して、国民の信託にこたえることを誓うものである。

倫 理 綱 領

�協会本部　さいたま市浦和区東高砂町６－１５ ０４８－８１１－１８２０

①川口支部　川口市並木２－２４－２１ ０４８－２５５－７７１１

②南彩支部　戸田市上戸田１－１４－１０ ０４８－２２９－４６３０

③さいたま浦和支部　さいたま市浦和区常盤６－２－１ ０４８－８３４－６７１１

④大宮支部　さいたま市大宮区仲町１－１０４ 大宮仲町AKビル９F ０４８－６４３－５０５１

⑤彩央支部　上尾市二ツ宮７５０上尾商工会館内２F ０４８－７７８－３０３０

⑥埼玉北支部　熊谷市籠原南３－１８７ ０４８－５３３－８９３３

⑦本庄支部　本庄市朝日町３－１－１９ ０４９５－２４－６５０６

⑧埼玉東支部　草加市稲荷３－１８－２ ０４８－９３２－６７６７

⑨越谷支部　越谷市越ヶ谷２－８－２３ ０４８－９６４－７６１１

⑩埼葛支部　南埼玉郡宮代町笠原２－２－７ ノアコーポ２F ０４８０－３１－１１５７

⑪北埼支部　羽生市中岩瀬１０５９－２ ０４８－５６２－５９００

⑫県南支部　朝霞市本町１－２－２６ WJ・A－１ビル２F ０４８－４６８－１７１７

⑬ 埼玉西部支部　川越市脇田本町１４－２０ 遠藤ビル３F ０４９－２６５－６３９０

⑭所沢支部　所沢市元町２８－１７ 元町郵便局２F ０４－２９２４－６５９９

⑮彩西支部　狭山市根岸１－１－１ ０４－２９６９－６０６０

⑯秩父支部　秩父市上宮地町１０－８ ０４９４－２４－１７７４

　公益社団法人　埼玉県宅地建物取引業協会　本・支部事務局一覧

　宅建協会　お問合せ先

レインズ・ハトらぶについて ‥‥‥‥‥‥‥‥ 　０４８－８１１－１８４０
重説・契約書等について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 　０４８－８１１－１８６８
不動産取引関係の相談・質問について ‥‥‥‥ 　０４８－８１１－１８１８

埼玉県宅建協会（代表）について ‥‥‥‥‥‥‥ 　０４８－８１１－１８２０
宅建業開業・協会ご入会について ‥‥‥‥‥‥ 　０４８－８１１－１８３０
宅建士・業免許のお手続について ‥‥‥‥‥‥ 　０４８－８１１－１８３０

　本年も、暑い季節になりました。健康には十分ご留

意し、お仕事に取り組まれていると思います。また、

元号が平成から令和になり、気持ちも新たになりまし

た。この令和元年に更にお仕事が順調になることを祈

願いたします。

　さて、私は、総務財務・広報委員会の委員として１

年が過ぎました。初めての委員会なので新鮮な経験を

しております。残りの期間も微力ながら委員会活動を

行いたいと思っておりますのでよろしくお願いいたし

ます。最後に今後も宅建ニュースをご愛顧いただけま

すようお願いいたします。

総務財務・広報委員会　委員

田中　敏博（南彩支部）

編編  編編  編 集集  集集  集 後後  後後  後 記記  記記  記 



公益社団法人　埼 玉 県 宅 地 建 物 取 引 業 協 会
公益社団法人　全国宅地建物取引業保証協会埼玉本部

〒３３０－００５５　埼玉県さいたま市浦和区東高砂町６－１５　宅建会館
TEL０４８－８１１－１８２０　　FAX０４８－８１１－１８２１

発行日　令和元年 ７月２０日　　発行人　内山　俊夫　　編集人　木内　光一


